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※➀令和２年度取組実績について、新型コロナウイルス感染症の影響により未実施の事業については、評価不能のため掲載しておりません。 令和３年度第２回会議
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施策の柱

施策の方向

柱１文化財の調査・研究

1-1 文化財の計画的で総合的な調査の推進

1-1-1
文化財等調査の計画的な
実施

埋蔵文化財の保存のため、開発の事前調査や
遺跡の内容確認調査等を実施します。

埋蔵文化財の遺跡調査は順調に行われている。

下野谷遺跡の追加指定については、少しずつ進でも進められている点は評
価できる。

1-1-1
文化財等調査の計画的な
実施

指定文化財の定期的な現状確認等を実施しま
す。

市民に向けて指定文化財の特別公開の検討が望まれる。

指定文化財でないものについては、建造物だけでなく悉皆調査が必要であ
る。計画的に実施すべきである。

登録文化財の制度化の実施にむけて引きつづき進めていただきたい。

1-1-1
文化財等調査の計画的な
実施

市内の建造物及び文書等文化財の調査を実施
します。

天神社の総合調査によって、文化財としての価値を明らかにしたことは大
きな成果である。

天神社総合調査については、建造物では大きな成果があったが、「講」と
いった民間信仰等民俗調査については不十分であり、引き続き調査を継続
すべきである。

コロナ禍で、祭り等の自粛が続いているが、伝統文化の担い手の継承をこ
の時だからこそ心に留めておく必要がある。

1-1-2
地域の伝統文化等に関す
る文化財の総合的把握

本市の伝統芸能・民俗芸能・年中行事等の文
化財の現状調査を実施します。

伝統文化の補助制度の活用については、候補団体に市からの働きかけが必
要ではないか。
文書（個人所蔵）について、可能であれば、デジタル化を試みる。

市内の他の地域について、田無神社周辺（田無）等についても市域的な特
性があり、総合調査としておこなうべきである。

1-1-2
地域の伝統文化等に関す
る文化財の総合的把握

昔の生活や方言等の聞き取り調査を実施し、
記録を残します。

市民が伝統文化に親しむ場が必要。

方言については、急速な世代交代や人流によって、失われてしまってい
る。喫緊の問題である。

1-1-3 調査員制度の導入の検討
調査体制の強化として、市内に所在する文化
財の調査と指定文化財等の現況確認等を担う
専門調査員等の導入を検討します。

市民からの文化財情報提供を受け止めることは重要。
天神社総合調査における調査員の導入は評価できる。

進んでいない。

指定文化財ではなくても、日常的に石造物等の調査は必要である。所在や
現位置の確認をすべき。

1-1-4
関連文化財群等の調査・
研究

地域の文化財とその周辺環境を総合的に把握
し、研究調査を進めます。

地域における関連文化財群の把握によって、地域の魅力づくりを期待した
い。

天神社の調査が良い実践例となる。

2019年に施行された文化財保護法
の改正に則して、西東京市文化財保
存・活用計画の進展を期待したい。

市内の未指定の文化財の実情を把握
するため、市による登録文化財の制
度化を急ぐ必要がある。

天神社の総合調査が順調に進んでい
るので、それを踏まえて地域の伝統
文化、鎮守の森と屋敷林による景観
など、地域的な特徴を活かした市民
参加の取組みが課題である。

今年度中に天神社総合調査報告書が
刊行される運びとなり、評価した
い。来年度に盛大なシンポジウムを
開催すべき。

取組名 概要 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定
令和元年度取組実績に対する

審議会の意見概要
自己
評価

➀➁に対する審議会の意見・評価
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確認調査３件、立会調査17件を実施した。

市指定文化財の所有者等との連絡と実地検分によ
り現状の確認を行った。

天神社の総合調査を継続して行った。

【文化振興課】伝統文化等継承事業補助金制度に
ついては、例年通り交付団体募集を行ったが、応
募した団体がなかったことにより、実態の把握に
は至らなかった。

市内の伝統文化に関して、市民団体との共催によ
る調査を実施した。

関連文化財群の調査・研究における調査員を導入
し、調査を行った。（天神社総合調査）

天神社総合調査を実施した。

引き続き開発等に伴う調査を行うとともに、下野谷遺
跡の整備地や追加指定地等の保存目的調査を実施す
る。

引き続き、現状確認等を行い、文化財の保護に努め
る。

建造物悉皆調査についてまとめる。

新たに存在が確認された文書（個人所蔵）について、
内容の把握等を行う。

【文化振興課】引き続き、伝統文化等継承事業補助金
制度を通し、地域における伝統文化について実態を把
握する。また、市内で伝統文化に携わる団体及び個人
に補助金制度の周知をより広く行うことで、伝統文化
の現状把握につながる補助金制度の活用を図る。

市内の伝統芸能等の記録に向けて調査・研究を行う。

引き続き、市民活動団体との事業を実施する。。

資料１

※評価欄　４～１

　４…十分達成している
　３…概ね達成している
　２…今後の努力が必要
　１…達成できていない



施策の柱

施策の方向
取組名 概要 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定

令和元年度取組実績に対する
審議会の意見概要

自己
評価

➀➁に対する審議会の意見・評価

1-2 文化財の記録

1-2-1
文化財に関わる資料等の
整備

・地域・行政資料室において、歴史文献、民
俗文献等図書資料を整備します。
・地域・行政資料室において保存している歴
史的資料（検地帳、地租改正絵図、写真パネ
ル等）の活用を進めます。

アーカイブ化については、積極的に進められているようであり、市民に情
報公開している点では、高く評価できる。

地域行政資料の整備を引き続き、芝久保図書館で行っておられることを評
価したい。地域行政資料の貴重な資料の電子化は評価したい。

1-2-1
文化財に関わる資料等の
整備

郷土資料室の収蔵資料を整備します。

デジタル化では映像や音についても取り組むことを望みたい。

西原総合教育施設のままでは進めにくい。

中央図書館が休館でも、地域行政資料が、引き続き芝久保図書館で閲覧で
きたことに感謝したい。

1-2-1
文化財に関わる資料等の
整備

実施した文化財に関わる各種調査結果の報告
書等の刊行を進めます。

天神社の調査報告書や、下野谷遺跡の調査報告書の刊行は注目できる。

下野谷遺跡の今までの報告が部分的にはされておらず、遺構や時期など詳
細がわからない。今年度の調査成果を含め、史跡整備にあったって、遺跡
の内容を明らかに一般に公開するためには、早急に遺物の整理作業を行い
全体の調査報告書を刊行すべきである。

1-2-2
文化財資料等のデジタル
化の推進

歴史的資料（地租改正絵図、写真等）及び収
蔵品に関わる資料のデジタルデータ化を推進
します。

ネットを用いたデジタルデータの公開が期待される。

歴史資料のデジタルデータは、大変役立っている。ぜひ拡張にご尽力いた
だきたい。古文書のデジタルデータが存在するという事実は歴史学研究者
などにもっと知られてよいことと思う。

下野谷についてよく進んでいる。

1-2-3
地域の伝統文化等に関す
る映像記録の作成

無形文化財（お囃子等）等の伝統文化に関す
る映像記録を作成していきます。

無形文化財（お囃子等）等の映像の記録は急ぐべきである。

1-2-4
市の歴史に関する副読本
等の編集

市の歴史・文化に関する副読本等の編集・刊
行を検討します。

市の歴史文化に関して、市民向けの概説書の作成に期待したい。

小学校むけに作りたい。

文化財の記録保存は充実化の方向に
ある。さらに、情報公開については
市民や次世代へと伝えるための工夫
が望まれる。

未指定の文化財のリスト化は喫緊の
問題で、その対策として登録文化財
の制度化を急ぐべきである。

【図書館】令和2年3月にインターネット上での公
開した「市史」、「検地帳」、「地租改正絵図」
等の歴史的資料について、図書館ホームページや
「図書館だより」で広報した。

収蔵資料の整理を行い、データベース化を推進し
た。

天神社の総合調査や下野谷遺跡の試掘調査をまと
めた報告書を作成した。

郷土資料室収蔵の資料（定点観測写真）のデータ
ベース化を行った。

【図書館】外部プラットフォームを活用して電子
化資料の公開を継続した。
昨年度の文化財等資料に加え、市内団体による創
作紙芝居を追加公開した。

【図書館】中央図書館休館に伴い、地域・行政資料の
収集・整備を芝久保図書館で行う。
地域・行政資料室で保存している歴史的資料（検地
帳、地租改正絵図、写真パネル等）原本は電子化した
ものを活用、案内する。

収蔵資料のデータベース化を引き続き実施する。

下野谷遺跡発掘調査の状況により、報告書の作成を行
う。

郷土資料室収蔵の資料（定点観測写真）のデータベー
ス化を引き続き実施する。

【図書館】中央図書館休館に伴い、地域・行政資料の
案内にデジタル資料を積極的に活用する。

映像記録の手法等について調査研究を行う。
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施策の柱

施策の方向
取組名 概要 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定

令和元年度取組実績に対する
審議会の意見概要

自己
評価

➀➁に対する審議会の意見・評価

柱２文化財の保存管理の推進

2-1 文化財の保存管理対策の推進

2-1-1 文化財の計画的な指定
市域に存在する文化財を調査し、そのものの
うち、重要なものを指定する等、保存活用の
ための措置を講じます。

未指定の文化財を含めて、残存状況を常に熟知しておく必要がある。

登録文化財制度の設置が急がれる。

新指定の文化財について検討する場を審議会で設けていただきたい。

2-1-2 文化財の保存管理の充実

・国・都・市それぞれの指定文化財等の保
存・管理を進めます。
・指定文化財（民間所有）の保存・管理を支
援します。

管理者への支援制度は重要である。

2-1-3
文化財・文化財保存施設
における安全対策の強化

・指定文化財の安全対策について、所有者に
周知を図ります。
・指定文化財及びその保存施設における防
犯・防火対策の促進を図ります。
・指定文化財保存施設の定期的な防火訓練の
促進及び指導の充実を図ります。

天神社拝殿の鏝絵の保存では、修復と公開の方法を検討する。
文化財に対しての防犯、防火などの防災設備は最新の技術を採用する。

郷土資料室について、文化財の保管の点で防災防火の点で問題はないの
か、検討いただきたい。文化財を保存するための専用の設備が備わった博
物館の設置が望まれる。

2-1-4
文化財保存管理情報の連
携

庁内地図データシステム等の連携と充実を図
ります。

ハザードマップは逐次改訂が必要になる。

2-1-5
収蔵システムの構築・運
用

文化財の記録・保存のための収蔵システムの
構築・活用を図ります。

収蔵資料及び遺跡出土物のデータベース化の実施では、データの活用方法
の検討も必要。

登録文化財制度の設置が急がれる。

2-2 文化財の担い手の育成・支援

2-2-1 文化財所有者への支援
文化財所有者に対する維持管理方法等の専門
的助言・支援を行います。

文化財保有者への支援は必須で、保存状況の様子の確認も必要である。

伝統的な文化について見直しが必要である。

2-2-2
無形文化財等の担い手の
育成・支援

・無形文化財の担い手の育成を支援するとと
もに、伝統文化行事の取組を支援します。
・無形文化財保持団体等が行う自主企画事業
やイベント等の課題についての専門的な助言
等を行います。

無形文化財を継承する事業では、映像化にも取り組む必要がある。
広報啓発を通して、市民に文化財の享有の意識を高めることに期待した
い。

新型コロナ禍では、イベントのオンライン開催も有効である。

伝統的な文化について見直しが必要である。

新型コロナの感染を防止しながら、伝統文化を推し進めないと伝統が途絶
えてしまう。自粛することも大切だが、感染対策をしっかりと考えて実施
することも大切である。

2-3 文化財保護制度の充実

2-3-1 文化財保護審議会の運営
文化財保護審議会を運営し、文化財の保存・
活用について調査審議し、その研究を進めま
す。

専門性を生かした委員構成である。

2-3-2
市指定文化財制度の継続
的な運用

市指定文化財制度の継続的な運用を図り、支
援内容の充実を検討します。

文化財の施策の充実を行うためには、学芸員のような専門職のスタッフが
必要である。
地域博物館の検討では、下野谷遺跡のガイダンス施設も検討する必要があ
る。

2-3-3
市登録文化財制度の導入
検討

文化財をより幅広く保護し、指定文化財制度
を補完する制度として、市登録文化財制度の
導入を検討します。

文化財における歴史的景観に注目して、景観保全への方策を期待したい。

登録文化財の条例化推進を推し進めて頂きたい。

2.5

文化財に対して、地域住民の保存・
活用への参加は望ましく、市民の参
画を図るためには組織と仕組みの制
度化が最善と考えられる。

市民が身近に文化財の実物を体験で
きることが文化財の担い手には必須
で、そのための常設の場（例・地域
博物館、下野谷遺跡のガイダンス施
設）が新たに必要である。

所有者等から相談があった場合に助言等を行っ
た。（又六地蔵・旧下田家名主役宅・田無神社）

【文化振興課】伝統文化等継承事業補助金制度に
ついては、例年通り交付団体募集を行ったが、応
募した団体がなかったことにより、支援は行えな
かった。

【協働コミュニティ課】市民協働推進センターに
おいて、地域における様々な主体による協働を推
進すると共に市民活動の一層の活性化と広がりや
担い手の育成など、イベントや広報啓発活動を通
して市民活動団体へのサポートを実施した。

所有者への助言などの補助を引き続き実施する。

【文化振興課】引き続き、伝統文化等継承事業補助金
制度にて、団体が実施する伝統文化等継承事業の支援
に努める。
西東京市民文化祭及び「日本の文化体験フェス」in 市
民文化祭については、新型コロナウイルス感染症対策
を十分に講じたうえでの開催を考えており、市民間の
伝統文化継承を支援する。
文化庁補助事業である伝統文化親子教室事業について
は、新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じたう
えで実施し、若い世代が伝統文化を体験できる機会の
提供に努める。

【協働コミュニティ課】市民協働推進センターにおい
て、地域における様々な主体による協働を推進すると
共に市民活動の一層の活性化と広がりや担い手の育成
など、イベントや広報啓発活動を通して市民活動団体
へのサポートを実施する。

無形文化財の活動の場を広げ、広く周知するための仕
組みや場を検討する。

2019年改正の文化財保護法に注目
して、関連文化財群を踏まえた地域
における文化財の総合的な保存・活
用を期待したい。

文化財保護制度の充実のためには市
による登録文化財、市民調査員の制
度化は必須である。
今年度中に登録文化財制度の条例化
を必ず実現してほしい。

文化財における歴史的景観に注目し
て、景観保全に向けた活動を期待し
たい。

３回の会議を開催し、天神社の調査審議等を行っ
た。

制度に関する調査・研究を行った。

文化財保護審議会の運営を引き続き実施する。（改
選）

第２次総合計画・後期基本計画において、文化財の指
定等に向けた調査・検討件数が指標に設定されたた
め、制度検討を行う。

保存・活用計画の見直し、地域博物館の検討を行う。
指定文化財制度を運用し、新規指定の調査研究・指定
に向けた手続きを行う。

登録文化財制度の条例化に向けて取り組む。

天神社の調査、指定の実現は、今後
の展開に注目できる成果である。
天神社拝殿における鏝絵に関して、
細部に破損が認められるので、修復
や保護の検討が望まれる。

近年自然災害により文化財が被害を
受けるケースが多く見られる。自然
災害に対する、文化財保護の観点を
施策にも反映させた方が良い。

天神社に関連する文化財について、総合調査の一
環で調査を行った。

【資産税課】指定文化財である家屋、史跡等又は
その敷地についての固定資産税・都市計画税の軽
減・減免を行った。

指定文化財の管理者からの管理報告書により状況
を確認し、管理謝金等の支援を行った。

指定文化財を移動し一時保管をすることとなっ
た。

旧下田名主役宅において、消防設備点検を実施し
た。

郷土資料室収蔵資料及び下野谷遺跡出土物の一部
データベース化を行った。

新指定の文化財について検討する。

【資産税課】引き続き固定資産税・都市計画税の軽
減・減免を行う。

管理者からの報告による状況確認と管理謝金の支援は
引き続き実施する。

天神社の拝殿と鏝絵の保存について氏子とともに検討
する。

【危機管理課】令和元年度同様の消防演習を実施予定

文化財防火デーに伴う消防演習、消防設備点検を実施
する。

自然災害時の見回り・点検を徹底する。

郷土資料室収蔵資料及び下野谷遺跡出土物のデータ
ベース化を引き続き実施する。

3.3
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施策の柱

施策の方向
取組名 概要 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定

令和元年度取組実績に対する
審議会の意見概要

自己
評価

➀➁に対する審議会の意見・評価

柱３文化財の普及啓発及び活用の推進

3-1 文化財情報の公開・発信

3-1-1 文化財マップの充実
文化財マップの充実を図り、身近にある文化
財を知り、親しむ環境を整えます。

関連文化財群からみた地域の特徴を、文化財マップに表現することを期待
したい。

デジタル化を進めるほうがいい。

3-1-2
市刊行物による文化財情
報の提供

・定期的に発行している市報、教育広報紙等
の各種刊行物によって、市内の文化財、歴史
文化等の情報を提供します。
・文化財についてのパンフレット・リーフ
レット等によって、情報を提供します。

文化財情報に関しては、刊行物に加えて、インターネット配信も利用する
とよい。

市民の文化財への潜在的・顕在的な関心は高いと思われる。ぜひ取り組み
を続けていただきたい。

デジタル化を進めるほうがいい。

文化財マップを小中学生に配布するだけではなく、社会科関係の先生方に
本市の歴史をレクチャーする場（講演会等）を設けてはどうか。出前授
業・本市職員新人研修はすでに行っているが、教員対象のものも必要では
ないか。

3-1-3
ホームページ等での文化
財情報の提供

市・図書館ホームページの文化財に関するコ
ンテンツの充実を図ります。

行われている。

3-1-4
新たな手段・コンテンツ
による文化財情報の発信

市民にわかりやすい手段として、スマート
フォンアプリ等での文化財等情報の発信も始
めており、動画等のさらなるコンテンツの充
実について、検討を進めます。

ⅠT関連技術を用いた情報発信は評価できる。

歴史や文化財を動画で紹介するものがあることは大変ありがたい。学校の
授業などで使うことができるからだ。小中高の学校関係者には、再生回数
には表示されないところで大きな価値を提供しているように思われる。こ
れからも、再生回数の多い少ないなどに惑わされることなく、良質なコン
テンツを作り続けていただきたい。

デジタル化を進めるほうがいい。

3-1-5
公共施設等での文化財情
報の提供

文化財に関わるイベント等の情報を広報掲示
板や公共施設等で、掲示・配布する等し、周
知を図ります。

市内の各地域での歴史文化の特性が理解でき、親しめるような冊子の刊行
を期待したい。

図書館をもっと活用した方がいい。

3-1-6
地域イベント等での情報
発信

・多摩北部都市広域行政圏協議会の連携によ
り、文化財情報を広く提供していきます。
・多摩六都科学館と連携を図り、学際的な文
化財情報の発信を検討します。
・多摩郷土誌フェア等、26市の連携を図り、
文化財情報を提供します。

オンラインによるイベント開催も可能である。

オンラインでの発信に重点化したほうがいい。

公共施設での展示アピール。市役所玄関入口のもう少しうまい活用を、来
た人がもう少し見たくなるような展示方法を。西武鉄道の駅にコーナーな
ど、西武鉄道との連携ができないか。

3-1-7
メディアを活用した文化
財情報の提供

地域のコミュニティラジオやケーブルテレビ
等への情報提供等をはじめ、各種報道機関等
を活用した情報の発信を進めます。

メディアの活用では、インターネットの利用も進める。

オンラインでの発信に重点化したほうがいい。

3-1-8
文化財等周知のための看
板の設置

文化財及び史跡等の周知のために、看板等の
設置を推進します。

文化財の魅力を具体的に表現するような看板の設置が期待される。

設置された看板の定期点検が必要。

ⅠT関連技術を用いた情報発信は評
価できる。

市内の各地域での歴史文化の特性が
理解でき、親しめるような冊子の刊
行を期待したい。

文化財マップについて講座や授業等で周知を図
り、活用を促した。

【秘書広報課】文化財・歴史文化等に関する記事
を刊行物に掲載した。

【教育企画課】教育広報「西東京の教育」を年４
回（５月、７月、11月、３月）発行し、紙面で文
化財に関連する記事を掲載した。

市報、HPでのイベント情報の掲載を行った。

【公民館】公民館だより第228号で市域の民俗、
第229号～第231号の特別紙面講座で市域の歴史
（江戸時代、幕末）と文化財、第237号・第238
号で市が公園等に設置した彫刻について取り上げ
た記事を掲載した。

【秘書広報課】HP内の「大好き西東京」「旬コ
レ」において情報提供を行った。

【図書館】外部プラットフォームを活用して電子
化資料の公開を継続する。

【秘書広報課】動画等による分かりやすい情報提
供方法を検討した。

下野谷遺跡の価値と魅力を分かりやすく解説する
「ＶＲ下野谷縄文ミュージアム」アプリを配信
し、普及に努めた。

したのや遺跡縄文物語（アニメ）を西東京市公式
YouTubeで公開し、情報発信を行った。

多摩六都科学館でワークショップの共催事業を
行った。

【秘書広報課】積極的に文化財や歴史文化等につ
いてプレスリリースを行った。また、定例記者会
見においても情報提供を行った。

史跡追加指定地に管理用看板を設置した。

文化財マップの活用を引き続き促進する。

【秘書広報課】文化財・歴史文化等に関する記事を刊
行物に掲載する。

【教育企画課】引き続き、文化財に関連する記事を掲
載し、市民への情報提供を行う。

引き続き、様々な媒体により情報を提供していく。

【公民館】市が設置した彫刻について取り上げた記事
を掲載する予定。

【秘書広報課】HPのリニューアルを予定しているこ
とから、より見やすいHP作りに努める。

【図書館】外部プラットフォームを活用した電子化資
料の公開を継続。

【秘書広報課】引き続き、動画等による分かりやすい
情報提供方法を検討する。

引き続きアプリの普及を図る。アプリのアップデート
について検討する。
SNSを活用した情報発信を実施する。

公式YouTubeに「タイムスリップ通信」を定期的に
掲載する。

引き続き多摩六都科学館との共催・協力事業を実施す
る。

多摩郷土誌フェアへ参加し、市文化財の情報発信を行
う。

引き続き、メディアを活用した情報発信に努める。

史跡追加指定地に管理用看板を設置する。
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施策の柱

施策の方向
取組名 概要 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定

令和元年度取組実績に対する
審議会の意見概要

自己
評価

➀➁に対する審議会の意見・評価

3-2 文化財を活用した学校教育等の充実

3-2-1 出前授業への講師の派遣

郷土の伝統や文化、歴史の学習として、文化
財を生きた教材として活用できるようにしま
す。また、総合的な学習の時間や社会科（歴
史）等の出前授業の要請に応じて専門家の講
師を派遣します。

学校出前講座は効果的な取り組みである。

小学校・中学校と連携した出前授業については、地域の子供たちに歴史や
文化を知ってもらうため重要視している。よい取り組みなのでぜひ続けて
いただきたい。その上で、特に中学(あるいは高校)との連携の充実もなん
とか模索していただきたい。小学校以上に、生徒が取り組める活動の幅が
大きいので、できることにも広がりが出るのではないだろうか。

また、地域の学校の教員にも、地域の歴史や文化財について積極的に勉強
する場があるとよいと思う(現場の人間として、教員が忙しいのは百も承
知だが)。博学連携とよく言われるが、博物館側の負担が重いことが問題
となっていることも多いと聞く。地域の教員に、こうした勉強の場があれ
ば、学校での地域学習もよりスムーズに、充実したものとなるように思
う。

市の教員の社会科部会にＶＲの紹介をするような取り組みには私も賛成す
る。ぜひ教員を通じた取り組みの発信を充実させてもらえればと思う。

下野谷遺跡については、出前事業等で学校教育の場で周知・活用ができて
いる。継続して学校と連携をとってもらいたい。

学校出前授業の取組やVRのICT教育としての活用案はとても良いと考え
る。子供たちがもっと縄文時代に興味を持ってもらう取組をさらにほかに
も考えていく必要がある。

3-2-2
文化財等を活用した学習
の推進

郷土意識の醸成のため、授業において、下野
谷遺跡等、本市における文化財や郷土資料室
の活用を推進します。

学校教育の場では文化財の実物に触れる体験の機会はとくに重要である。

小学校低学年での授業カリキュラムに「古いもの調べ」があり、郷土資料
室の展示が活用できる。市内全域の小学校で実施できるように周知すべき
である。大型バスなど移動手段を考える必要がある。

3-2-3
文化財等を活用した特色
ある学校づくり

・図工での土器製作や給食での縄文食の活用
等、文化財等に関連した各学校の独自の取組
を支援します。
・文化財に関する外部講師や学生ボランティ
ア等を活用した学校独自の取組を支援しま
す。

縄文文化の特徴を採り入れた学校教育では、地域の特色が活かされてい
る。

文化財をテーマにした動画などの教材の制作が望まれる。

東伏見小学校では、着実に下野谷遺跡が学習に活用されてきている点は、
評価できる。また、保谷中学校についても遺跡周辺が学区域になっている
ので同じく重きをおいて行ってもらいたい。ただし、市域全体では、まだ
周知されておらず、今度も学校教育の場などで、「下野谷遺跡」について
活用の場を増やす必要がある。

学校教育で地域の特徴を学ぶ取組み
には、興味深い試みが認められる。
なお、学校教育の場では文化財の実
物に触れる体験の機会はとくに重要
である。

【教育指導課】小学校での下野谷遺跡について総
合的な学習の時間等の中で調べ、調べた内容を他
の学校や地域の方に周知するよう西原総合教育施
設で展示を行うことができた。

小学校からの要請に応じて、小学校２校での出前
授業を行った。また、中学校社会科部会におい
て、会議内でVRの紹介を行った。

学校出前講座の仕組みを作り、周知した。

【教育指導課】社会科の学習の中で、西原総合教
育施設にある資料室に行き、文化財の学習につい
て深めることができた。

【学務課】市内小学校9校(田無・保谷第一・保谷
第二・中原・碧山・柳沢・上向台・住吉・けやき
小）中学校７校(田無一・ひばり・田無三・青嵐・
柳沢・田無四・明保中)の給食で、縄文献立を実施
した。

郷土資料室特別展示として、けやき小学校による
下野谷遺跡PR展示会を行った。

【教育指導課】小学校、中学校共に、西東京市の文化
財について学ぶことができるよう社会教育課と連携を
図っていく。

学校出前講座を実施する。

ＶＲをＩＣＴ教育としても使用できることから、校長
会・副校長会でＰＲを行い、活用を推進する。

【教育指導課】小学校、中学校共に、西東京市の文化
財について学ぶことができるよう社会教育課と連携を
図っていく。

【学務課】給食の縄文献立を引き続き実施する。

東伏見小学校の１～６年生までを通じた下野谷遺跡学
習を支援する。その際、遺跡や遺物に触れる機会を増
やす。

3.7



施策の柱

施策の方向
取組名 概要 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定

令和元年度取組実績に対する
審議会の意見概要

自己
評価

➀➁に対する審議会の意見・評価

3-3 生涯学習と連携した文化財に親しむ機会づくり

3-3-1
文化財行政に関する情報
提供

文化財に関する出前講座を実施し、文化財行
政について意識啓発を図ります。

文化財に関する市民向けの公開講座の実施が注目される。

現在の文化財専門職員の定年も近いというのに、次の職員の育成が始まっ
てもいない。早急に文化財専門職員を採用することが望ましい。育成には
最低でも２～３年かかるという認識が薄く、問題である。

重要な取り組みが多く、ぜひ続けてほしいと思う。この点、労働者世代へ
のアプローチに可能性があるのでは。郊外ということで職場が市外にある
方が多い一方、歴史に興味のある方もいると思うので、こうした世代も巻
き込める取り組みがあるとよい。その点、下野谷遺跡の「親子対象の講
座」に期待している。

適切に指導ができる人材の育成に期待したい。

3-3-2
文化財等に関する生涯学
習の充実

・文化財に関する生涯学習の情報を整備し、
活用を推進します。
・郷土資料室等において、文化財や歴史等の
研究の発表や広く魅力を伝える講座やイベン
トを実施し、文化財情報を発信します。
・文化財を通した市民の交流の場の提供を推
進します。

公民館を会場にした文化財の催しは、文化財への関心を高めるのに有効で
ある。

講座のほかに、公民館、図書館の活動が必要である。

下野谷遺跡の野外公園施設としての整備が整うと、さらに学習の場として
よくなるであろう。

3-3-2
文化財等に関する生涯学
習の充実

公民館・図書館と連携し、文化財に関する学
習の機会を提供します。

屋敷林の活用において、歴史的景観の保全が重要である。

中期計画がほしい。

3-3-2
文化財等に関する生涯学
習の充実

高齢者の生きがいを持った暮らしを支援する
ために、市が主催する高齢者大学等におい
て、地域の歴史・文化等の講座・講演会の実
施を推進します。

文化財を含む歴史的環境に関しては、市民向けにオンラインによる動画配
信が期待される。

3-3-2
文化財等に関する生涯学
習の充実

遺跡や屋敷林・雑木林等、地域の文化財資源
を活用した自然等の環境学習を推進します。

適切に指導ができる人材の確保を検討すべきである。

講座のほかに、公民館、図書館の活動が必要である。

3-3-2
文化財等に関する生涯学
習の充実

平和に関する展示や夏休み平和映画会等を通
し、第二次世界大戦中の戦跡や市の歴史に関
する学習を進めます。

市民に開かれた場を確保して、平和に関係する文化財、戦争に関する文化
財の調査が必要。

講座のほかに、公民館、図書館の活動が必要である。

3-3-2
文化財等に関する生涯学
習の充実

遺跡や屋敷林・雑木林等、地域の文化財資源
を活用した健康ウォーキング等の実施を推進
します。

市民ガイドが引率を行い、楽しみながら文化財を身近に体験できる散策路
を設定する。

講座のほかに、公民館、図書館の活動が必要である。

3-3-2
文化財等に関する生涯学
習の充実

総合型地域スポーツクラブが考案した体操等
も取り入れ、スポーツ活動を行う中で、文化
財に親しむ機会づくりを推進します。

児童を対象にした文化財教室を期待したい。

企画が重要になる。

3-3-3
文化財を活用した子ども
の体験の充実

・文化財等を活用した子ども対象の文化芸術
事業を推進します。
・地域の伝統行事に子どもが参加しやすい仕
組みの検討や昔遊びや地域の伝統文化にふれ
あう機会づくりを検討し、地域文化の継承を
図ります。
・総合型地域スポーツクラブが考案した体操
等も取り入れ、スポーツ活動を行う中で、子
どもが文化財に親しむ機会づくりを推進しま
す。
・文化財を活用した子どもの読書活動や学習
活動を支援します。

子供たちが伝統文化に親しむ場が確保されるべきである。

子どものための地域の歴史講座を来年はぜひ開催したい。情報交換などし
て内容を深めることができる、若い研究者にもアプローチできるような仕
組みができると、こうした活動もすそ野が広がっていくかもしれない。

さらに学校との連携があるといい。

下野谷遺跡で発掘体験や竪穴住居の上屋根復元などの事業等を小学校を対
象に実施してはどうか。

生涯学習の取り組みにおいては文化
財に関連して、様々な実践と情報発
信が行われている。

市民に開かれた場を確保して、適切
に指導ができる人材の養成を検討す
べきである。

市民ガイドによる文化財めぐりを強
力に推進してほしい。

郷土資料室において、常設展示のほか特別展２
回、市内小中学校社会科見学５校実施し、本年度
の来室者は2,044人であった。また、小学校から
の要請に応じ、小学校２校での出前授業を行っ
た。

公民館と共催で下野谷遺跡に関する講座を行っ
た。

【公民館】公民館だより第229号～第231号で特
別紙面講座として、江戸時代から幕末までの市の
歴史と文化財を紹介した。
柳沢公民館主催で郷土史講演会「ふるさとむかし
探訪　こぼれ話～田無・保谷の歴史史料に見る
村・人・社会」を開催。
柳沢公民館で、社会教育課との共催事業・下野谷
遺跡に学ぶ講座「縄文人の柔軟ライフ～自然と共
存した持続可能な暮らし～」を開催。
保谷駅前公民館主催で、旧高橋家母屋で、旧下保
谷村の民俗を追体験する、地域講座「瞽女唄が聞
こえる」を開催。

【図書館】「公民館だより」等掲載記事や公民館
企画事業のための調査、資料提供を行った。

【高齢者支援課】 生きがい推進事業の中で高齢者
大学を開校し、地域の歴史や西東京市に所在する
国史跡下野谷遺跡についての講座を実施した。
（郷土史入門1、2）

【みどり公園課】下保谷四丁目特別緑地保全地区
（屋敷林）の保全活用方針に基づき、緑化審議会
を中心に、専門的な調査を実施し、屋敷林の新た
な価値を明らかにしながら、活用方法を見出し、
その成果を発表することで、みどりの保全につい
ての意識啓発に努めた。

【環境保全課】小学生向けの副読本の中で、下野
谷遺跡、屋敷林などの身近にある自然豊かな文化
財を紹介した。

屋敷林を活動の場とする市民団体の相談にのる等
の支援を行った。

【協働コミュニティ課】
非核・平和学習会　３月実施

銃器類の保存のための準備をした。

【児童青少年課】児童館、学童クラブでの日常の
自由遊びの中で、昔の遊具を使用できるようにし
た。

【文化振興課】
伝統文化等継承事業補助金制度については、例年
通り交付団体募集を行ったが、応募した団体がな
かったことにより、地域の伝統文化に触れ合う機
会をつくることが出来なかった。

【スポーツ振興課】文化財を活用している総合型
地域スポーツクラブの支援として、クラブの認知
のための啓発活動や東京都等関係団体からの情報
提供、活動場所の確保への支援を行った。

東伏見小学校における取組みで、運動会において
下野谷縄文体操を取り入れている。

引き続き要請に応じて出前講座を実施する。

適切に指導ができる人材の養成について検討する。

【公民館】芝久保公民館で、社会教育課との共催によ
る親子対象の下野谷遺跡にかかわる講座を実施する予
定。

【図書館】引き続き、公民館企画事業等のための調査
等協力する。

【高齢者支援課】引き続き、高齢者大学を実施し、郷
土の歴史を学べる講座の開催を検討する。

【みどり公園課】下保谷四丁目特別緑地保全地区（屋
敷林）の保全活用方針に基づき、新たな価値を明らか
にするとともに、使い方（活用方法）を見出し、保全
活用計画を策定する。また、屋敷林の活用を通し、み
どりの保全について、意識啓発等を図る。

【環境保全課】文化財を含む環境に関する副読本の作
成や、文化財を活用した自然体験などの環境学習講座
を実施する。

屋敷林や下野谷遺跡での活動を検討する。

【協働コミュニティ課】
①西東京市平和の日パネル展　アスタセンターコート
②非核・平和パネル展　アスタセンターコート
③広島平和の旅　8/5・6　広島市
④夏休み平和映画会　8月　保谷こもれびホール
⑤ピースウォーク　10月～11月
⑥非核・平和学習会　１～３月

銃器類の保存処理を行い、活用に資するようにする。

【高齢者支援課】事業を実施する際には、遺跡や屋敷
林・雑木林等、地域の文化財資源の活用を意識する。

【健康課】「みどりの散策路めぐり」のイベントで安
全に歩くためのアドバイスや健康情報の発信を実施す
る。

市民ガイドの活用を検討する。

【スポーツ振興課】イベント等で、総合型地域スポー
ツクラブが考案した体操等を行い、文化財に親しむ機
会づくりを行う予定。

【児童青少年課】児童館においては、地域の育成会と
連携して、伝統文化にふれあう行事に参加するように
する。児童館・学童クラブにて、昔の遊具を常時使用
できるようにし、節句においては伝統文化を体験でき
るようなイベントを開催していく。

【文化振興課】
引き続き、伝統文化等継承事業補助金にて、子どもが
参加しやすい、伝統文化にふれあう機会の提供を行
い、地域文化の継承を図る。また、伝統芸能等、市内
で活躍する人材を活用した子ども達への体験会等の実
施を、指定管理者との共催等も含め検討する。
西東京市民文化祭及び「日本の文化体験フェス」in 市
民文化祭については、新型コロナウイルス感染症対策
を十分に行ったうえでの開催を考えており、若年者へ
の文化財を用いた伝統文化の浸透を図る。

引き続き各種イベント等では、子どもの参加を視野に
入れた取組みを行う。

【図書館】＜西東京市図書館子どものための地域を知
る講演会＞を企画開催する。

2.8



施策の柱

施策の方向
取組名 概要 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定

令和元年度取組実績に対する
審議会の意見概要

自己
評価

➀➁に対する審議会の意見・評価

3-4 市民の参加による文化財普及啓発の推進

3-4-1 生涯学習情報の充実

自分の学習として得た知識を、普及啓発に役
立てたい市民のために、生涯学習情報の整
備・活用や生涯学習人材情報の提供をを推進
し、市民の手による文化財普及啓発の活動を
支援します。

市民向けの文化財研修を行う具体的な場と機会が望まれる。

中期計画のある公民館、図書館の活動が必要である。

下野谷遺跡の発掘調査参加について。大人対象では、発掘体験を行う条件
として文化財保護法等の学習をした上で発掘調査に加わることができると
いうような形で、埋蔵文化財の保護意識を高める。

3-4-2
公民館・図書館と連携し
た意識啓発事業の実施

・公民館・図書館主催事業において、地域人
材を活用した文化財講座・講演会等の実施を
推進するほか、学んだことを地域で還元しよ
うとする、市民の自主的な文化財普及啓発事
業を支援します。

文化財の普及啓発のために、ボランティア・市民ガイドの活動を期待した
い。

図書館・公民館の事業として文化財を取り上げ、成果が挙げられてる点は
評価できる。引き続き、事業を行っていただきたい。

3-4-3
文化財に関わる活動の成
果の披露・発揮

「縄文の森の秋まつり」等において、日頃の
文化財に関わる活動や研究の成果を披露・発
揮する場を提供します。

市民による自主企画の文化財講座を支援する。

記録を残して、時代につなぐ必要がある。

3-4-4
文化財に関する市民参加
の支援

文化財保護活動に関わりたい市民の活躍の場
や意見交換の場の提供を行い、文化財に関す
る市民参加を支援します。

市民調査員と市民ボランティアの活動は、市民の文化財への関心を高める
のに貢献する。

市民グループとの連携が必要である。

「市民調査員制度」については、天神社総合調査の刊行をふまえて、良い
点、見直すべき点について整理すべきである。

3-4-5
文化財ボランティアの支
援

・文化財をテーマとした市民ボランティアの
育成を支援します。
・（再掲）文化財を通した市民の交流の場の
提供を推進します。

天神社調査の反省点を踏まえて、次の調査テーマを決めて「市民調査員制
度」を採用する。

3-4-6
文化財市民活動団体の支
援

文化財をテーマとした市民活動団体の自主的
な運営を支援します。

文化財市民活動団体のテーマを掲げた活動は望ましい。

発表会があるといい。

3-4-7
文化財に関わるスポーツ
活動団体の支援

文化財を活用し、スポーツ活動を展開する地
域のスポーツ活動団体の取組を支援します。

発表会があるといい。

3-5 文化財を活かした地域の魅力づくり

3-5-1
みどりの景観を活用した
地域の魅力づくりの推進

「みどりの散策マップ」等、地域の景観を活
用した散策路を設定し、散策イベントを実施
することにより、みどりの景観に対する意識
啓発や健康づくり、さらに文化財についての
理解を深めます。

みどりの中で、文化財を身近に体験できる市民向け講座が望まれる。

農地が急速に減っている。

3-5-2
農とふれあいによる地域
の歴史・文化の理解の充
実

市内産農産物や市内農業の変遷・歴史を組み
合わせる等したイベントを実施し、農業と文
化財に対する市民の理解を深めるとともに、
地域の魅力の向上を図ります。

農家と文化財といった視点は重要である。

農地が急速に減っている。

オリンピック・パラリンピック機運醸成のイベントは密を避けるためにほ
とんど中止になってしまったことが残念である。

3-5-3
文化財を活用した事業者
等との連携

市内事業者、商店会等の実施する企画提案型
イベントと連携し、地域の文化財を活用した
地域の魅力の発信について、検討します。

産業の発達から文化財を見る視点は重要である。

文化財を活用した事業者等との連携は下野谷の取り組みがモデルになる。

3-5-4
文化財を活用した一店逸
品事業の検討

一店逸品事業の更新時等に、地域の歴史、文
化財等とのコラボレーション等、あらたな展
開により、文化財等の普及啓発とともに地域
の活性化を図ります。

文化財を活用した一店逸品事業の検討は下野谷の取り組みがモデルにな
る。

3-5-5
文化財を活用したまちの
魅力づくりに関する調
査・研究

文化財を含めた市内の地域資源を楽しめる仕
組みについて、調査・研究を進めます。

地域に文化財があることが、その地域の魅力に通じるような具体的な工夫
は重要である。

文化財を活用したまちの魅力づくりに関する調査・研究は下野谷の取り組
みがモデルになる。

3-5-6
マスコットキャラクター
の使用等による周知拡大

商店会の実施する企画提案型イベントや一店
逸品事業等に下野谷遺跡キャラクター「しー
た・のーや」等の活用を視野に入れ、地域の
活性化を図るともに文化財の周知を図りま
す。

キャラクターをうまく活用しさらに本市の文化財の存在をよりアピールし
て欲しい。図書館入口に遺跡名とキャラクターがデザインされた旗がたて
られているのは効果的である。

市民による文化財の自主企画を支援
するような仕組みを計画することが
望ましい。

文化財の普及啓発のために、ボラン
ティア・市民ガイドの活動を期待し
たい。

市民活動団体の行った白子川の自然と文化調査へ
の助言等を行った。

公民館と共催で下野谷遺跡に関する講座を行っ
た。

【公民館】文化財等を取り上げた講座・講演会等
を開催したが、地域人材は活用していない。

【図書館】在住者を講師に、あるいはテーマを地
域として、西東京縁（ゆかり）講演会を開催し
た。
「文学から見た感染症」（講師：在住　石井正己
氏）

縄文の森の秋まつり参加団体の活動を郷土資料室
で展示した。

市民調査員制度を、総合調査において活用した。

イベント時における記録写真や市内文化財の定点
観測等について、市民ボランティアによる協力の
もと実施した。

【協働コミュニティ課】市民協働推進センターに
おいて、市内NPO法人等の活動内容を他団体に情
報提供することによる団体間の連携強化、セミ
ナー、講演会の企画・運営による各団体の能力の
向上に取り組んだ。

市民活動団体の研究テーマについて、調査・研究
の支援を行った。

市民の学習や活動に対する助言や成果発表の場の提供
等を行う。

ボランティア・市民ガイドの活用を検討する。

【図書館】引き続き、西東京縁（ゆかり）講演会等を
開催し、市内外へ向けて西東京市ゆかりの人情報の発
信する。また、市民の研究や活動を支援する。

市民の活動や研修成果を発表する場を提供する。

引き続き市民調査員制度を用いた調査等を検討する。

イベント時における記録写真や市内文化財の定点観測
等について、市民ボランティアによる協力のもと引き
続き実施する。

【協働コミュニティ課】市民協働推進センターにおい
て、地域における様々な主体による協働を推進すると
共に市民活動の一層の活性化と広がりや担い手の育成
など、イベントや広報啓発活動を通して市民活動団体
へのサポートを実施する。

市民団体の研究支援を引き続き実施する。

【スポーツ振興課】総合型地域スポーツクラブの支援
の充実を図り、啓発活動や関係団体からの情報提供、
活動場所の確保への支援をしていく予定。

文化財による地域の魅力の発信で
は、改正された文化財保護法による
地域計画と連携するのが好ましい。

下野谷遺跡に関して、散策路に取り
入れたり商店会と連携して商品を開
発するなどの地域の魅力づくりに活
かしている点は注目したい取組みで
ある。

地元商店会の協力のもと、地元商店から縄文時代
や下野谷遺跡キャラクターをモチーフとした商品
の販売を行った。

【健康課】「みどりの散策路めぐり」のイベントで
「みどりの散策マップ」を活用し、みどりや文化財に
触れるとともに、安全に歩くためのアドバイスや健康
づくり行う。

【スポーツ振興課】オリンピックパラリンピック機運
醸成事業として行う事業の中で、文化財の理解促進し
ていく予定。

【みどり公園課】引き続き、市民団体との協働事業を
実施する。
Ｒ４年度の散策マップ改定に向けて、地域の魅力づく
り等について検討をする。

【産業振興課】市内小学校生を対象として「蔵の里」
にて、昔と今の農業、農具の違い等の学習を行う。

引き続き商品開発等について検討するとともに、市内
事業者、商店会等が実施するイベントとの連携を検討
する。

【産業振興課】みどり公園課と連携して、下保谷四丁
目特別緑地保全地区（旧高橋家屋敷林）を活用した観
桜会、紅葉鑑賞会での一店逸品事業の普及啓発事業を
行う。

引き続き商品開発等について検討する。

文化財を含めた市内の地域資源を楽しめる仕組みにつ
いて、調査・研究を進める。

引き続き下野谷遺跡キャラクターを活用し、地域の活
性化を図るともに文化財の周知を図る。

2.4
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施策の柱

施策の方向
取組名 概要 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定

令和元年度取組実績に対する
審議会の意見概要

自己
評価

➀➁に対する審議会の意見・評価

柱４文化財の保護環境の充実

4-1 都市計画と連携した文化財保存・活用の環境づくり

4-1-1
自然的・歴史的な景観の
保全と魅力ある景観形成

・地域資源の特性に応じて、それぞれの地域
の自然的・歴史的景観を保全するとともに、
魅力ある景観形成を推進します。

都市計画と連携した文化財の保存・
活用は、地域の魅力づくりに関連す
るので、改正された文化財保護法に
よる地域計画と連携するのが好まし
い。

別シートを参照ください。 別シートを参照ください。

4-2 文化財の保護・学習拠点の整備・充実

4-2-1
郷土資料室の資料の収
集・保存

・郷土に関する貴重な資料の収集・整理に努
め、良好な状態で次の世代に継承していきま
す。
・収蔵資料の整理・登録を進めるとともに、
収蔵資料データベースの整備を図っていきま
す。
・写真記録や映像等の資料の収集・保存を進
めます。

市の博物館がない現状では、郷土資料室の役割は大きい。
文化財の保護と情報発信、展示や事業の充実のため、スタッフの増員が課
題である。

郷土資料室の皆様の取り組みに注目している。学校・図書館・郷土資料室
の三つの拠点が協力し合い、よりよい文化・歴史についての学習活動がで
きればと思う。その点、「夏休みの自由研究支援企画」のような取り組み
は、ぜひ続けていただきたいと思う。

そのためにはやはり専門的な施設が必要である。

郷土資料室までの交通機関が不便。郷土の資料室として展示に工夫が凝ら
されているのはわかるが、まだ、一つ一つの解説の展示が不十分。大人が
一人で行ったとき、もしくは学生が見に行った時に興味が持てるようにす
る工夫はもう少しあろうかと思う。

4-2-2 郷土資料室の展示

・常設展示室では、収蔵資料の中からテーマ
ごとに資料を効果的に展示します。
・展示資料について分かりやすい解説や、説
明資料の配布により、来館者の学習活動を支
援します。
・本市の歴史や関心の高いテーマについて、
特別展や研究者の協力を得る等の展示活動を
実施します。

データベース化とその公開は重要である。

そのためにはやはり専門的な施設が必要である。

駐車場が少ない。なかなか駐車できないことがある。

4-2-3 郷土資料室の教育普及

・市民が本市の歴史・文化の理解を深める機
会として、郷土資料室資料や郷土についての
講演会・体験学習等を実施します。
・学校での教育活動の補助として、郷土資料
室の資料を用いて、体験学習や資料の解説を
行う「出前授業」や団体見学の受け入れを実
施します。
・夏休み等長期休業中の子どもたちの学習を
支援し、郷土への興味関心の増大を図るた
め、企画事業を実施します。

郷土資料室で文化財講座の実施が望まれる。
市や民間主催の講演会の実施を期待する。

そのためにはやはり専門的な施設が必要である。

行った人が、持ち帰りたくなるような工夫を凝らした楽しい郷土資料室の
パンフレットの編集・作成をしてほしい。

4-2-4 郷土資料室の情報発信

郷土の理解を深めるために、パンフレットの
作成やホームページの活用等により、情報を
発信し、郷土資料室の利用の向上を図りま
す。

そのためにはやはり専門的な施設が必要である。

4-2-5
文化財ボランティア・市
民活動団体の育成・支援

文化財に関するボランティアや市民活動団体
を育成・支援し、市と市民の協働により、文
化財の保存・活用を進めます。

文化財ボランティアのための研修が行われることは重要。

そのためにはやはり専門的な施設が必要である。

4-2-6
地域・行政資料の収集・
保存

・郷土に関する貴重な資料の収集・整理に努
め、次の世代に継承していきます。
・地域・行政資料の保存管理やレファレンス
サービスを行うとともに、電子化を進め、共
有の財産として、ホームページ上においても
公開を進めます。

下野谷遺跡から出土した縄文土器の収蔵、公開のための施設の設置は急ぐ
べきである。

図書館と資料室の連携が必要。

4-2-7 収蔵施設の設置検討
市が保有する文化財、民俗資料等の保管場所
の確保を検討します。

文化財の収蔵施設では、展示も求めたい。

そのためにはやはり専門的な施設が必要である。

市の博物館がない現状では、郷土資
料室の役割は大きい。文化財の保護
と情報発信、展示や事業の充実のた
め、スタッフの増員が課題である。

収蔵資料のデータベース化を進めるとともに、活
用についての検討を行った。

市民ボランティアの協力のもと、市内文化財や風
景の定点観測などを写真記録資料を収集してい
る。

市民から文化財資料の寄付を受けた。

わかりやすいパネルや資料を作成し、来室者の学
習活動を支援する取組みを行った。

企画展を実施した。

夏休みの自由研究をサポートする期間を設定・周
知し、子供たちの学習を支援した。

常設展示のほか特別展２回、市内小中学校社会科
見学５校実施し、本年度の来室者は2,044人で
あった。また、小学校からの要請に応じ、出前講
座を2校実施した。

【郷土資料室での文化財普及事業】夏休み応援
ウィーク、トレジャーハンター、団体見学受け入
れ

各種イベントでの郷土資料室ＰＲや連携事業の実
施により、郷土資料室利用の向上を図った。

【協働コミュニティ課】市民協働推進センターに
おいて、市内NPO法人等の活動内容を他団体に情
報提供することによる団体間の連携強化、セミ
ナー、講演会の企画・運営による各団体の能力の
向上に取り組んだ。

今後につなげるため、企画展示の中で縄文の森の
秋まつりの運営ボランティアの活動を振り返っ
た。

【図書館】図書館地域・行政資料担当の通常業務
として、収集・保存に努めた。
ホームページでは、地域・行政資料サービスの
「テーマごと西東京市を知ろう」コンテンツ内に
情報を追加した。

収蔵資料のデータベース化を進めるとともに、活用に
ついての検討引き続き実施する。

魅力的な展示に努め、来館者の満足度を高める。

引き続き文化財普及事業を実施し、歴史・文化の理解
を深める機会を提供する。

学校での教育活動を補助する「学校出前講座」や団体
見学の受け入れを積極的に行う。

引き続き各種イベントでの郷土資料室ＰＲや連携事業
の実施により、郷土資料室利用の向上を図る。

郷土資料室のパンフレットを増刷する。

【協働コミュニティ課】市民協働推進センターにおい
て、地域における様々な主体による協働を推進すると
共に市民活動の一層の活性化と広がりや担い手の育成
など、イベントや広報啓発活動を通して市民活動団体
へのサポートを実施する。

文化財ボランティアや市民活動団体と協働を検討す
る。

【図書館】図書館地域・行政資料担当の通常業務とし
て、概要にある事業を継続して進める。

収蔵施設の設置について検討する。

3.4



施策の柱

施策の方向
取組名 概要 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定

令和元年度取組実績に対する
審議会の意見概要

自己
評価

➀➁に対する審議会の意見・評価

4-3 新たな保存・活用拠点の設置検討

4-3-1 地域博物館の設置検討

文化財や資料の収蔵、展示のみならず、調
査、情報発信、市民学習拠点ともなる総合的
な地域博物館の施設整備についての調査・検
討を進めます。

史跡・下野谷遺跡からの出土品を展
示するガイダンス施設が必要で、遺
跡に隣接する場所に設置するのが最
善である。この施設によって常時、
史跡の整備、災害時の破損防止など
の維持管理が可能となる。

ガイダンス施設については、計画に
も記載されており、審議会での議論
や、市民からも声が上がっている。
具体的な方向性が定まっていなくて
も、できることは取り組んでほし
い。

地域の博物館がない状態が続いてい
るので、西東京市の文化財を収蔵・
展示を行い、歴史文化を学べるよう
な地域博物館の新設が計画されるべ
きである。

2
西原総合教育施設のあり方検討委員会で、郷土資
料室を含めた施設の在り方について検討した。

下野谷遺跡のガイダンス施設や地域博物館の設置につ
いて検討する。
暫定的な施設としての郷土資料室をより充実させると
ともに、遺跡近隣での展示等について検討する。

下野谷遺跡のガイダンス施設は必要不可欠である。単に遺跡を保存しただ
けでは、市民にその遺跡の内容や重要性は伝わらない。保存した遺跡の近
傍でなければ意味がないので、早急に建設場所を含めて検討をしてほし
い。また郷土資料室についても、文化財を保管展示する施設としては、防
火、防災の点から施設設備的不足が顕著である。展示ケース、展示パネル
も含め、抜本的な対策が必要であり、市立博物館の整備を急がれたい。

4-4 推進体制の充実

4-4-1
文化財に関するボラン
ティア・市民活動団体の
育成・支援及び活用

文化財に関するボランティア・市民活動団体
を育成・支援し、成果の活用の機会提供を推
進します。

文化財市民活動団体の育成・支援は文化財保護の活性化に通じる。

文化財に関するボランティア・市民活動団体の育成・支援及び活用は下野
谷の取り組みがモデルになる。

4-4-2
市民活動団体との連携事
業の推進

活動団体の企画・運営する事業やイベント等
との連携を充実させます。

市民活動団体との連携事業の推進は下野谷の取り組みがモデルになる。

下野谷遺跡関連の商品をもっと地域全体のいろいろなお店でPRできない
か。

4-4-3
市内事業者との連携の充
実

市内事業者、商店会等が企画提案するイベン
トとの連携を充実させます。

市民が企画するイベントは興味深い。

市内事業者との連携の充実は下野谷の取り組みがモデルになる。

近隣の大学との連携は、非常に有効で重要であるので、引き続き続けて
いってほしい。

4-4-4 大学連携の充実
市内にある大学（東大生態調和農学機構、早
稲田大学、武蔵野大学）との連携充実を進め
ます。

早稲田大学が保管している下野谷遺跡の縄文土器について、西東京市への
移管の交渉を進めてほしい。

大学連携の充実は下野谷の取り組みがモデルになる。

4-4-5
文化財の保存・活用や地
域資源に関する職員研修

文化財の保存・活用や地域資源を活用した取
組についての意識啓発に関する職員研修を実
施します。

文化財関係では職員の研修は必須。

研修制度に入れる、特に教員。

職員課の下野谷遺跡の新人入庁時の見学会は、本市の歴史・重要な遺跡を
肌で感じてもらい知ってもらい、本市を中心となってアピールしていく人
材となっていただくために大変有効なものと感じた。ぜひとも続けていっ
た方がいいと考える。

4-4-6 文化財保護審議会の運営 （再掲）施策の方向2-3

4-4-7 調査員制度の導入の検討 （再掲）施策の方向1-1

4-5 関係する機関・団体との連携強化

4-5-1
国・都・近隣自治体との
連携

史跡や名勝の保存・管理、活用に当たり、
国、都、近隣自治体との連携した取組を進め
ます。

西東京市と周辺地域は、「武蔵野」「多摩」といった共通する地域的な特
色が見出されるので、都や、近隣自治体との共催事業の実施は注目でき
る。

国・都・近隣自治体との連携は下野谷の取り組みがモデルになる。

本市には、玉川上水と小金井桜（サクラ）という国指定文化財があるが、
現地を散策するとほとんど手つかずとなっている。小金井市のように下草
を全部刈り、往時のように復元するというようなことはできないとして
も、もう少しアピールの仕方があるのではないかと考える。どうしたらよ
いか考えていく必要がある。

4-5-2
関連自治体との連絡会議
等への参加

多摩北部都市広域行政圏協議会及び多摩26市
における文化財に関係する連絡会議に参加
し、連携した取組を進めます。

田無宿は周辺地域の中心的役割を果たしていたので、他の地域との交流は
重要である。

関連自治体との連絡会議等への参加は下野谷の取り組みがモデルになる。

西東京市と周辺地域は、「武蔵野」
「多摩」といった共通する地域的な
特色が見出されるので、都や、近隣
自治体との共催事業の実施は注目で
きる。歴史文化の共同研究や、文化
財の交流などの事業の進展が待たれ
る。

【みどり公園課】下保谷四丁目特別緑地保全地区
（屋敷林）の保全活用方針に基づく、調査活動等
を進めるにあたり、白子川流域である練馬区の歴
史文化などの情報収集を行った。

玉川上水・小金井桜の現状変更などの事務手続き
を行い、保全と活用に努めた。

文化庁の主催する埋蔵文化財担当者講習会で下野
谷遺跡の取り組みを報告した。

都・関東・国の史跡協議会に参加し、情報を得る
とともに連携を強めた。

【みどり公園課】多摩北部都市広域行政圏の緑化専門
委員会において、圏域内の身近なみどりに触れ、その
重要性の再認識と、一層のみどりの保護と緑化推進意
識の向上を図るため、「水と緑ウォッチングウォー
ク」を開催する予定。そのために圏域5市で連携した
情報交換を進める。

玉川上水・小金井桜について、都・近隣市と共同で整
備説明会を開催し、保全と活用に努める。

引き続き都・関東・国の史跡協議会に参加し、情報を
得るとともに連携を強めていく。

3

文化財を通じて、西東京市の歴史文
化に関係した組織との協力関係は重
要である。連携・協力をいっそう推
進させるための仕組みづくりを期待
したい。

【協働コミュニティ課】市民協働推進センターに
おいて、市内NPO法人等の活動内容を他団体に情
報提供することによる団体間の連携強化、セミ
ナー、講演会の企画・運営による各団体の能力の
向上に取り組んだ。

市民活動団体による調査研究の成果発表の場とし
て、共催イベントを行った。

下野谷遺跡関連商品の開発・販売

文化財保護審議会の委員として大学から協力を得
ている。

【職員課】新規採用職員入庁時研修の一環として
市の歴史に関する講義およびVRアプリによる体験
を実施

【協働コミュニティ課】市民協働推進センターにおい
て、地域における様々な主体による協働を推進すると
共に市民活動の一層の活性化と広がりや担い手の育成
など、イベントや広報啓発活動を通して市民活動団体
へのサポートを実施する。

市民活動団体との共催イベントを引き続き実施する.

【教育企画課】シチズンとの連携事業（職場体験、社
会科見学）など、新たな取組を検討する。

下野谷遺跡商品の開発販売や商店会の実施するイベン
ト等への参加を通じて市内業者との連携を充実させ
る。

【教育企画課】新型コロナウイルス感染症拡大防止対
策を行いつつ、早稲田大学高等学院の協力を得て、
「理科・算数だいすき実験教室」を行うなど、早稲田
大学との連携を進める。
現在道路の工事が行われており、野外観察会「東大田
無演習林観察会」を行うことができないが、工事が終
わり次第、再度野外観察会「東大田無演習林観察会」
を行うなど、連携を進める。

文化財保護審議会の委員としての協力を継続して得
る。また、下野谷遺跡の発掘調査に早稲田大学考古学
研究室の協力を得る。

【職員課】新規採用職員入庁時研修の一環として社会
教育課と連携して実施。
→新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から入庁
時研修を縮小したため、下野谷遺跡の見学は行ってい
ないが、今後の収束状況次第で実施も検討する。

2.6



施策の柱

施策の方向
取組名 概要 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定

令和元年度取組実績に対する
審議会の意見概要

自己
評価

➀➁に対する審議会の意見・評価

柱５下野谷遺跡の保存・活用

5-1 史跡の継続的な調査・研究

5-1-1
継続的な調査・研究の推
進

継続的に調査・研究を進め、史跡の新たな価
値づけを続けていきます。

研究の拠点となるような場の設置、さらに常勤研究職員の配置が必要。

継続的な調査・研究の推進は下野谷の取り組みがモデルになる。

長期にわたって調査研究だけでなく出土物が保存でき、それを受け継いで
いく人材や施設の体制を整えていく必要がある。

5-1-2 既調査資料の再整理
これまでの発掘調査の記録や出土品の再整
理・研究を進めます。

既調査資料の再整理は下野谷の取り組みがモデルになる。

下野谷遺跡の法99条による発掘調査報告を引き続き、早急にまとめる必
要がある。

5-1-3
研究機関や大学等と連携
した調査・研究の推進

新たな研究方法・視点等を取り込み、研究機
関とも幅広く連携し、縄文文化と下野谷遺跡
の解明に努めます。

早稲田大学保管の資料調査で大学と市の連携が必要。

研究機関や大学等と連携した調査・研究の推進は下野谷の取り組みがモデ
ルになる。

5-2 史跡の継続的な保存・管理

5-2-1
下野谷遺跡保存管理計画
の策定

・史跡の保存管理に関する方針を定める計画
を策定します。
・下野谷遺跡全域やその周辺地域を含めた保
存・管理エリアを検討し、史跡の確実な保
護・管理に努めます。

史跡下野谷遺跡の整備は順調である。

下野谷の取り組みがモデルになる。

下野谷遺跡の用地獲得は順調に進められている点は評価できる。今後、指
定範囲の外についても集落の範囲の確認調査を進め、遺跡の内容を明らか
にすべきである。

下野谷遺跡の発掘調査による新出土物の発見等に引き続き期待したい。ま
た、保護すべき土地の取得に期待したい。

5-2-2
国指定用地取得による確
実な保存

史跡の確実な保護のための計画的な用地取得
を進めます。

国指定用地取得による確実な保存は下野谷の取り組みがモデルになる。

5-2-3
収蔵システムの構築・運
用

（再掲）施策の方向２-１

5-2-4 収蔵施設の設置検討 （再掲）施策の方向４-２

5-3 史跡整備と展示施設の設置

5-3-1 史跡の整備

・史跡の保存・活用のための下野谷遺跡の整
備計画を策定し設計・実施します。
・市街地にある史跡の特徴を活かし、都市型
の遺跡保存のモデルを目指します。
・石神井川や公園等周辺環境や施設と連携し
た整備を検討します。

史跡にエントランスを設置し、竪穴
住居などの復元施設を設けること
は、遺跡を理解するために有意義で
ある。

史跡の現地見学後、出土品等を観
察・学習する施設として、史跡に隣
接してガイダンス施設を設置すべき
である。

4

「史跡下野谷遺跡整備基本計画」に基づき、エン
トランスゾーンを含めた１A期の整備工事を実施す
るとともに１B期工事の実施設計を行った。
したのや縄文里山プロジェクトとして、下野谷遺
跡整備のためにクラウドファンディングを実施
し、寄附総額4,740,145円、支援人数191人、達
成率237％（目標額：2,000,000円）となった。

１B期工事の一部とトイレ棟の建設を行う。

史跡にエントランスを設置し、竪穴住居などの復元施設を設けることは、
遺跡を理解するために有意義である。

史跡の現地見学後、出土品等を観察・学習する施設として、史跡に隣接し
てガイダンス施設を設置すべきである。

史跡の整備は下野谷の取り組みがモデルになる。

入口に石の標柱が立ち、さらに史跡公園らしくなってきた。さらなる整備
拡充に期待したい。

5-3-2 地域博物館の設置検討 （再掲）施策の方向４-３

下野谷遺跡の追加指定は順調に進行
しており、大いに評価できる。

史跡の保存・管理において、整備の
進展状況、災害時の破損状況を常時
把握するためにも、常勤の研究職員
が必要である。

整備工事で史跡の破壊等が起こらな
いよう、現在の管理課であるみどり
公園課と連携を密にする。また、専
門職員の立会い等を徹底する必要が
ある。

「史跡下野谷遺跡整備基本計画」に基づき、現状
変更の手続きを行うなど管理に努めた。

整備工事においては史跡の破壊のないよう、専門
職員が立ち合い指導した。

【用地課】下野谷遺跡の保護のため、計画的に用
地２件の取得を行った。

条件の整った土地について、追加指定の手続きを
行い、追加指定による史跡地の拡張を行った。

引き続き十分な管理を行いつつ活用していく。

【用地課】下野谷遺跡用地の取得を計画的に行う。

条件の整った土地について、追加指定の手続きを行
い、史跡地を拡張する。

3.5

研究の拠点となるような場の設置、
さらに常勤研究職員の配置が必要。

市民が協働して研究するために、事
前に市民向けの講習や、研修の機会
を設けるなどして、市民の理解が得
られやすい企画があるとよい。

史跡指定地の一部の内容確認調査を行った。

縄文土器、石器、住居跡、土坑が確認された。

試掘調査など未報告資料を報告書にまとめた。

出土遺物のデータベース化を進めた。

整備に必要な情報を得るために調査を実施する。

引き続き未整理遺物の整理とデータベースの作成を実
施する。

早稲田大学の協力を得て発掘調査に３D測量を導入す
る。

3



施策の柱

施策の方向
取組名 概要 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定

令和元年度取組実績に対する
審議会の意見概要

自己
評価

➀➁に対する審議会の意見・評価

5-4 史跡の活用の推進

5-4-1 史跡の情報の公開・発信
リーフレット等の刊行、市の広報やＨＰの活
用を通し、その価値と魅力を発信します。

出土品の全貌が分るような一般向けの図録の刊行が望まれる。

史跡の情報の公開・発信は下野谷の取り組みがモデルになる。

遺跡の近くにガイダンス施設が必要である。史跡整備懇談会や整備検討委
員会でも必要であることが確認されている。また、市民の声としても設置
すべきという強い要望がでていることはいうまでもない。規模は小さくて
も出土遺物をガイダンス施設で公開すべきである。

5-4-2 生涯学習への活用
・史跡を活用した講座等を開催します。
・史跡を活用した市民活動に、講師を派遣す
る等の支援を行います。

ⅠT関連技術を用いた情報発信は評価できる。
史跡を案内するボランティア・ガイドの常駐が期待される。

生涯学習への活用は下野谷の取り組みがモデルになる。

5-4-3 学校教育への活用

・学校教育と連携し、次代を担う世代にその
価値を伝えます。
・団体見学や出前授業、副読本の作成等史跡
を活用した学校教育の取組を支援します。

社会科副読本で、遺跡と文化財の意義や内容が述べられることはとても評
価できる。

学校教育への活用は下野谷の取り組みがモデルになる。

下野谷遺跡は、短期的な整備事業（１期整備）が終わったら、「完成」と
ういのではなく、「市民とともにつくっていく」ことをコンセプトにして
いるので、市民の発掘調査体験や家づくりなどの事業を通して、遺跡を活
用し、埋蔵文化財の保護意識を高めるべきである。

5-4-4 協働事業の実施推進
「縄文の森の秋まつり」等、市民と協働でイ
ベントを実施します。

協働事業の実施推進は下野谷の取り組みがモデルになる。

5-4-5
文化財を活用した事業者
等との連携

（再掲）施策の方向３-５
発掘調査等については、早稲田大学だけでなく、他の考古学専攻の大学生
にも協力してもらう必要があり、将来学芸員として文化財に関わる人材を
育成できればと考える。

5-4-6
マスコットキャラクター
の使用等による周知拡大

（再掲）施策の方向３-５

5-4-7 早稲田大学との連携強化
下野谷遺跡の調査・研究・活用における連携
を強化します。

早稲田大学保管の縄文土器に関しての図録作成が望まれる。

早稲田大学との連携強化は下野谷の取り組みがモデルになる。

5-4-8
他の自治体・機関との連
携強化

関連する文化財を有する自治体や機関との連
携を強化し、合同事業の実施等を推進しま
す。

西東京市民以外の人たちにも、史跡についての情報を広く発信し、来訪者
への関心を高めることは好ましい。

他の自治体・機関との連携強化は下野谷の取り組みがモデルになる。

連携強化は望ましい。おおいに研究調査と本市の宣伝をふくめ、下野谷遺
跡の存在を広めていってほしい。

西東京市民以外の人たちにも、史跡
についての情報を広く発信し、来訪
者への関心を高めることは好まし
い。

史跡を案内するボランティア・ガイ
ドの常駐が期待される。

出土品の全貌が分るような一般向け
の図録の刊行が望まれる。

世界の中の下野谷などをテーマとし
てオリンピックに関連した企画を実
施してほしい。

スマートフォン用アプリ「ＶＲ下野谷縄文ミュー
ジアム」の配信や、アプリがインストールされて
いるタブレットを市民講座や学校現場で積極的に
活用した。
リーフレットを改訂した。
動画を作成した。

公民館と共催で公民館講座「縄文に学ぶ」を開催
した。

シニア大学で下野谷遺跡をテーマにした講義を
行った。

【公民館】柳沢公民館で、社会教育課との共催事
業・下野谷遺跡に学ぶ講座「縄文人の柔軟ライフ
～自然と共存した持続可能な暮らし～」を開催。
下野谷遺跡公園に足を運び、遺物や遺跡について
学ぶ機会も設けた。

【教育指導課】市が作成した社会科副読本に下野
谷遺跡の内容を参考資料と掲載し、新学習指導要
領にそった学習に合わせて全校が学ぶことができ
るようにした。

下野谷遺跡を愛し、守り、未来に伝え、その活動
を楽しむ人々を認定する、ムラびと制度を立ち上
げ、ムラびと証を送付した。

多摩六都科学館での圧痕ワークショップを共催し
た。

アプリやタブレットを引き続き活用する。

引き続き史跡を活用した講座等を開催する。

【教育指導課】社会科副読本の下野谷遺跡の内容を盛
り込み、活用方法を社会科副読本作成検討委員会で検
討し、より充実した内容とする。

ムラびと制度を活用する。

発掘調査に早稲田大学考古学研究室の協力を得る。

江戸東京博物館での「縄文展」に協力する。

多摩六都科学館のプラネタリウム企画に協力する。

多摩六都科学館ワークショップを共催する。

公民館との共済事業を実施する。

3.5



別シート

施策の柱
令和元年度取組実績に対する

審議会の意見概要
自己評価 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定 ➀➁に対する審議会の意見・評価

柱４文化財の保護環境の充実

4-1 都市計画と連携した文化財保存・活用の環境づくり

4-1-1
自然的・歴史的な景
観の保全と魅力ある

景観形成

・地域資源の特性に応じて、そ
れぞれの地域の自然的・歴史的
景観を保全するとともに、魅力
ある景観形成を推進します。

地域ごとに入力 地域ごとに入力

都市計画と連携した文化財の保
存・活用は、地域の魅力づくり
に関連するので、改正された文
化財保護法による地域計画と連
携するのが好ましい。

3

【みどり公園課】みどりの散策マップを
配布し、みどりの保全についての意識啓
発に務めた。

【都市計画課】「東大生態調和農学機構
周辺地区地区計画」を変更するにあた
り、「西東京市都市計画マスタープラ
ン」で目指すまちの将来像の実現に向
け、市と東京大学との間で土地利用の方
針について協議を進めた。

【産業振興課】引き続き取組み連携を検
討する。

【みどり公園課】みどりの散策マップを
活用し、緑の保全についての意識啓発等
を図る。

【都市計画課】「西東京市都市計画マス
タープラン」における『みどりとのふれ
あいや健康づくりの中心地となるような
みどりの拠点の形成』を目指すため、
「東大生態調和農学機構周辺地区地区計
画」の都市計画変更を行う。

都市計画と連携しながら地域の特色を生
かした文化財保存・活用を検討する。

谷戸せせらぎ公園、尉殿神社や四軒寺
（東禅寺、寳晃院、如意輪寺、寶樹院）
が位置する地域は寺町を形成しているの
で、その特性は興味深い。
市内でも最大規模の緑地空間として、東
大生態調和農学機構の環境の確保は重要
である。

東大農場を分断する新しい都道は、「横
山道」の位置にあり、田無第二中学校北
側道路で古銭などが出土したことを考え
ると中世の遺構が残されていた可能性が
あった。埋蔵文化財の周知範囲にはなっ
てはいないが、確認調査を行うべきで
あった。

都市計画と連携した文化財の保
存・活用は、地域の魅力づくり
に関連するので、改正された文
化財保護法による地域計画と連
携するのが好ましい。

3

【みどり公園課】下保谷四丁目特別緑地
保全地区（屋敷林）の保全活用方針に基
づき、緑化審議会を中心に、専門的な調
査を実施し、屋敷林の新たな価値を明ら
かにしながら、活用方法を見出し、その
成果を発表することで、みどりの保全に
ついての意識啓発に努めた。また、「み
どりの散策マップ」を配布し、みどりの
保全についての意識啓発に努めた。

天神社の総合調査を実施した。
市民活動団体の白子川の調査と報告に協
力した。

【産業振興課】みどり公園課と連携し
て、下保谷四丁目特別緑地保全地区（旧
高橋家屋敷林）を活用した観桜会、紅葉
鑑賞会での一店逸品認定店の普及啓発事
業を行う。

【みどり公園課】下保谷四丁目特別緑地
保全地区（屋敷林）の保全活用方針に基
づき、新たな価値を明らかにするととも
に、使い方（活用方法）を見出し、保全
活用計画を策定する。また、屋敷林の活
用を通し、みどりの保全について、意識
啓発等を図る。散策マップを活用し、緑
の保全についての意識啓発等を図る。

屋敷林を活用した企画事業を市民活動団
体と共催する。天神社の保存と活用につ
いて氏子とともに検討する。

点在する屋敷林や、福泉寺、天神社をは
じめとする下保谷の地区では、具体的な
歴史的資源を活かしたまちづくりが求め
られる。

保谷駅北側は、土地所有者の協力のも
と、屋敷林等が残されている。今後、所
有者が変わるときに維持できなくなった
場合、公有化することが望ましい。

都市計画と連携した文化財の保
存・活用は、地域の魅力づくり
に関連するので、改正された文
化財保護法による地域計画と連
携するのが好ましい。

2.3

【産業振興課】観光振興事業「北多摩
TOKYOアニメスタンプラリー2020」
のスタンプ設置ポイントとして、田無神
社にオリジナルキャラクターの等身大パ
ネル及び人気声優によるオリジナルボイ
スを設置、また、オリジナルキャラク
ターが印字された御朱印紙を販売し、文
化財の普及啓発を行った。

【みどり公園課】みどりの散策マップを
配布し、みどりの保全についての意識啓
発に務めた。

旧下田家名主役宅の庭部分の整備に助言
した。

【産業振興課】引き続き取組み連携を検
討する。

【みどり公園課】散策マップを活用し
た、市民団体との協働で散策路めぐりを
実施し、緑の保全についての意識啓発等
を図る。

田無神社の拝殿の修復に助言し、都との
橋渡しを行う。

稗蔵の消火設備を修繕する。

青梅街道沿いの田無神社や総持寺、旧下
田家名主役宅の存在する地区は、武蔵
野、多摩といった周辺地域の中核であっ
た田無宿の様子を伝えていて、歴史文化
にとって重要な地区である。

青梅街道は、近年の開発によって宿場の
景観から高層マンションが立ち並ぶ街並
みに様変わりしてしまった。僅かに残さ
れている下田家住宅等の建物等も将来に
わたって残すためには、公有化が望まし
い。

（緑町・住吉町地域）
・市のほぼ中央に位置する地域であり、尉殿神社や四
軒寺（東禅寺、寳晃院、如意輪寺、寶樹院）を中心に
寺町が形成されています。
・昭和10年（1935年）に駒場から移転し、日本の農
業の発展、農業教育・研究に寄与してきた東大生態調
和農学機構が所在します。
・東大生態調和農学機構は、市内でも最大規模の緑地
空間であり、近隣の谷戸せせらぎ公園とともに、この
みどりの地域資源を大切に保全し、みどり豊かな地域
づくりを目指すとともに、尉殿神社をはじめとする歴
史的資源や新川等を活かした、歴史・環境と共生する
美しい都市景観の形成と地域づくりを目指します。

（保谷駅北部地域）
・点在する屋敷林、保谷北町緑地保全地域や下保谷四
丁目特別緑地保全地区、下保谷森林公園等の地域資源
を活用し、みどり豊かな美しい都市景観の保全・創出
を目指します。また、福泉寺や天神社をはじめとする
地域の歴史的資源を活かしたまちづくりを進めます。

（田無駅周辺地域）
・市を代表する商業地であるとともに、青梅街道沿い
の田無神社や総持寺等をはじめとする文化財が多くみ
られる地域です。
・田無駅付近の風格ある美しい都市景観の形成を目指
し、田無神社と総持寺を中心とする地域の歴史的資源
を活かし、市内のみならず、市外から訪れる人たちに
とっても、魅力的な、風格と活気あるまちづくりを進
めます。

※評価欄　４～１

　４…十分達成している
　３…概ね達成している
　２…今後の努力が必要
　１…達成できていない



施策の柱
令和元年度取組実績に対する

審議会の意見概要
自己評価 ➀令和2年度取組実績 ➁令和3年度取組予定 ➀➁に対する審議会の意見・評価

都市計画と連携した文化財の保
存・活用は、地域の魅力づくり
に関連するので、改正された文
化財保護法による地域計画と連
携するのが好ましい。
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【みどり公園課】みどりの散策マップを
配布し、みどりの保全についての意識啓
発に務めた。

【産業振興課】引き続き取組み連携を検
討する。

【みどり公園課】みどりの散策マップを
活用し、緑の保全についての意識啓発等
を図る。

都や近隣市と連携して玉川上水と小金井
サクラの保護を推進する。

玉川上水と小金井サクラの保護を推進し
て、景観保全を行うような地域計画が求
められる。

屋敷林・主屋・土蔵など武蔵野の農村の
面影が残されている景観を保護できれば
良いと思う。

都市計画と連携した文化財の保
存・活用は、地域の魅力づくり
に関連するので、改正された文
化財保護法による地域計画と連
携するのが好ましい。

3

【みどり公園課】みどりの散策マップを
配布し、みどりの保全についての意識啓
発に務めた。

下野谷遺跡の整備工事に着手した。

【産業振興課】引き続き取組み連携を検
討する。

【みどり公園課】みどりの散策マップを
活用し、緑の保全についての意識啓発等
を図る。

史跡下野谷遺跡整備工事を継続して行い
ながら、史跡の保護と史跡を核とした地
域の魅力づくりを推進する。

下野谷遺跡と石神井川沿いと東伏見稲荷
神社の一帯は良好な歴史的文化的な環境
が保たれているので、それらを保全する
ような地域計画が望まれる。

下野谷遺跡に連続する「東伏見公園」
は、遊戯施設を造りすぎである。緑地が
多く残されるだけでなく、公園から下野
谷遺跡がみえるような工夫をすべきであ
る。下野谷遺跡整備の懇談会でも議論し
たような石神井川沿いの緑地帯を遺跡に
関連付けた東伏見公園をつくるべきであ
る。緑を縄文時代にあった樹木を植える
とか。都建設局とも連携が必要。

（田無駅南部地域）
・地域の北部を東西に石神井川が流れているほか、南
部には玉川上水や千川上水もあり、周辺の農地・屋敷
林とともにみどりと水の資源に恵まれた地域です。
・江戸時代に築造され国の史跡である玉川上水周辺は
東京都景観条例に基づく玉川上水景観基本軸として指
定され、玉川上水沿いの小金井サクラ並木等自然環境
の保全と活用、景観と調和した街並みを形成していく
地域となっています。
・今後の土地利用動向を見すえながら、地域特性に
沿ったきめ細かな景観誘導の必要性について検討しま
す。

（東伏見・西武柳沢駅南部地域）
・石神井川沿いは、東京都が進める公園事業、河川事
業と連携して、史跡下野谷遺跡や東伏見稲荷神社と一
体となったみどりと水に親しめる空間づくりを進めて
いきます。
・東伏見稲荷緑地保全地区内には、東伏見稲荷神社が
あり、良好な景観を形成し、多くの市民に親しまれて
います。
・石神井川沿いの散歩道等、親水機能のある快適な空
間とし、親しみやすい水辺空間として整備を進めると
ともに、特色ある様々なみどりを保全・活用し、美し
い景観とみどりと水と歴史のネットワークの形成を目
指します。


